
【歳入】

・地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　

【歳出】

・地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

国・県支出金 地方債 その他
地方消費税交付金

 (社会保障財源化分) その他

社会福祉事業 348,254 200,058 0 0 21,276 126,920

障害者福祉事業 67,038 41,968 0 1,801 3,341 19,928

高齢者福祉事業 30,348 241 0 558 4,242 25,307

母子福祉事業 5,422 2,577 0 1 408 2,436

児童福祉事業 89,386 14,709 0 31,894 6,142 36,641

小    計 540,448 259,553 0 34,254 35,410 211,231

国民健康保険支援事業 137,776 53,454 0 0 12,106 72,216

介護保険事業 249,444 11,751 0 0 34,125 203,568

後期高齢者医療支援事業 227,853 35,473 0 5274 26,862 160,244

小    計 615,073 100,678 0 5,274 73,093 436,028

疾病予防対策事業 90,359 9712 0 3 11,578 69,066

母子保健事業 11,983 8744 0 473 397 2,369

健康づくり推進事業 58,385 300 0 34,875 3,332 19,878

小    計 160,727 18,756 0 35,351 15,307 91,313

1,316,248 378,987 0 74,879 123,810 738,572

社会福祉

合    計

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　平成26年4月1日から消費税率が5％から8％へ引き上げられ、また令和元年10月1日からは8％が10％に引き上
げられましたが、この地方消費税交付金の増収分については、使途を明確化し、社会保障4経費及びその他社会
保障施策に要する経費に充てることとされています。
　本町では、令和7年度当初予算において下記の経費に充てる予定としています。

（単位：千円）

123,810千円

1,316,248千円

事           業           名
令和7年度
当初予算額

財    源    内    訳

特    定    財    源 一    般    財    源

保健衛生

社会保険


